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令和６・７年度【 簡易登録 】 

指名競争入札の参加登録申請書「物品」 

提出要領 

 

北島町が発注する物品の購入等の契約（１件につき製造の請負１３０万円、財産の買い入れ８０万

円、その他５０万円以下に限る。）に係る入札の参加資格の審査を受ける際に提出する「指名競争入

札の参加登録申請書」（以下「申請書」という。）については、次の要領に従って提出してください。 

 

※一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書「建設工事」を提出されている場合は、提出

する必要はありません。 

 

※令和 5年度に提出された方については、令和 5・6年度の 2年間有効となるため提出する必要は 

ありません。 

 

 

1. 提出期間  令和 6年 3月 15日(金)～令和 6年 3月 29日(金)（※土・日曜及び祝日を除く。） 

2. 提 出 先    北島町役場 総務課 入札参加資格担当 

        〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地 23番地 1 

3. 提出方法    持参又は郵送（※令和 6年 3月 29日必着） 

4. 有効期間    令和 6年 4月１日から令和 8年 3月 31日まで 

5. 提出書類一覧 

№ 提  出  書  類 部数 

1 指名競争入札の参加登録申請書 1 

2 【法人】登記事項証明書（写し） 1 

3 納税証明書（直前 1年度分）(写し) 1 

4 委任状（※委任する支店・支社等がある場合） 1 

5 北島町政治倫理条例第16条に基づく誓約書〈町様式〉 1 

6 北島町暴力団等排除措置要綱に基づく誓約書〈町様式〉 1 

7 提出書類チェック表 1 

 

6. 提出書類の注意事項 

(1)提出書類はＡ４サイズに統一し、提出書類一覧順にして提出してください。（ホッチキス留めや

ファイル等は不要です。） 

(2)不足書類のないよう、「７．提出書類チェック表」にて必ずご確認ください。 

(3)各証明書類は、申請書提出時の直前３か月以内に発行したものとします。 

(4)郵送で受理票が必要な場合は、宛名を記入し切手を添付した封筒又は宛名を記入したハガキを 

添付してください。 

 (5)押印は廃止しております。誓約書についても押印不要です。 
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7. 提出書類の作成方法 

 (1)指名競争入札の参加登録申請書 

・年月日は申請書提出の日を記入してください。 

・電話番号及び FAX番号は必ず主たる営業所の所在地（本社、本店）の番号を記入してください。 

 

(2)【法人】登記事項証明書（写し） 

法務局発行の登記事項証明書を提出してください。 

 

 (3)納税証明書（直前 1年度分）(写し) 

  ※県外業者 

  ○法人税（所管する税務署発行） 

   【法人】法人税、消費税及び地方消費税（書式その３の３） 

   【個人】所得税、消費税及び地方消費税（書式その３の２） 

   

  ※県内業者 

○市町村民税（住所地の市町村発行） 

【法人】住民税、固定資産税、軽自動車税（種別割） 

【個人】住民税、固定資産税、国民健康保険税（料）、軽自動車税（種別割） 

 

(4)委任状 

北島町との契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、 

資格の有効期間を通じての委任状を提出してください。 

  

(5)北島町政治倫理条例第 16条に基づく誓約書〈町様式〉 

誓約書の記載事項について、認識・了承したうえで、住所、会社・代表者名各欄に、主たる営業 

 所に関する事項を記入してください。 

 

(6)北島町暴力団等排除措置要綱に基づく誓約書〈町様式〉 

北島町暴力団等排除措置要綱の制定に伴い、誓約書の記載事項について、認識・了承したうえで、 

住所、社名、代表者名各欄に、主たる営業所に関する事項を記入してください。 

 

(7)提出書類チェック表 

記入漏れ及びチェック漏れがないよう提出書類チェック表の該当する書類にレ印を付し、申請書 

類と併せて必ず提出してください。 

 

8. 申請書類の様式及び頒布先 

北島町簡易登録統一様式。 

北島町ホームページ 

https://www.town.kitajima.lg.jp/ 

 

9. お問合せ 

北島町役場 総務課 入札参加資格担当 

TEL 088-698-9801 

https://www.town.kitajima.lg.jp/

